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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第９期
第３四半期
連結累計期間

第10期
第３四半期
連結累計期間

第９期
第３四半期
連結会計期間

第10期
第３四半期
連結会計期間

第９期

会計期間

自平成22年
１月１日
至平成22年
９月30日

自平成23年
１月１日
至平成23年
９月30日

自平成22年
７月１日
至平成22年
９月30日

自平成23年
７月１日
至平成23年
９月30日

自平成22年
１月１日
至平成22年
12月31日

売上高（百万円） 12,765 13,369 4,195 4,435 17,618

経常利益（百万円） 341 490 70 127 548

四半期（当期）純利益（百万円） 414 412 73 133 552

純資産額（百万円） － － 7,266 8,367 7,726

総資産額（百万円） － － 33,379 33,396 32,898

１株当たり純資産額（円） － － 100.48 98.81 100.77

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
5.77 5.24 1.03 1.66 7.66

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 21.64 24.93 23.36

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
228 △707 － － 1,299

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△337 △110 － － △438

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△229 150 － － △701

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
－ － 2,230 2,044 2,722

従業員数（人） － － 486 476 483

　（注）１．売上高には、消費税等は含んでおりません。

２. 第９期第３四半期連結累計（会計）期間、第10期第３四半期連結累計（会計）期間及び第９期の潜在株式調

整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。

３．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。
　
　　　　　

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 平成23年９月30日現在

従業員数（人） 476 (224)

　（注）　従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、当第３四半期連結会計期間の平均人員を（　）外数で記載しており

ます。

　　　　　

(2）提出会社の状況

 平成23年９月30日現在

従業員数（人） 50 (24)

　（注）　従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除いております。）であり、臨時雇用者数は、当第３四半期会計

期間の平均人員を（　）外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　当第３四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

　前年同四半期比（％）

衣料事業（百万円） 700 －

インテリア産業資材事業（百万円） 1,314 －

半導体事業（百万円） 252 －

ファインケミカル事業（百万円） 42 －

合計（百万円） 2,309 －

　（注）１．金額は製造原価によっております。

　　　　２．不動産事業及びその他事業は生産活動を行っていないため、上記金額には含まれておりません。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当第３四半期連結会計期間における受注状況をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 受注高（百万円）
前年同四半期比
（％）

受注残高
（百万円）

前年同四半期比
（％）

衣料事業  1,893  －  239  －

インテリア産業資材事業　  1,661  －  42  －

半導体事業  303  －  386  －

ファインケミカル事業  184  －  42  －

合計  4,043  －  711  －

  （注）１．受注残高には、継続的な取引先からの受注内示は含めておりません。

　　　　２．不動産事業及びその他事業は受注高及び受注残高はありませんので、上記金額には含まれておりません。 

　　　　３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3）販売実績

　当第３四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

　
　前年同四半期比（％）

　

衣料事業（百万円） 1,809 －

インテリア産業資材事業（百万円） 1,658 －

半導体事業（百万円） 397 －

ファインケミカル事業（百万円） 210 －

不動産事業（百万円） 270 －

　報告セグメント計（百万円） 4,345 －

その他（百万円） 89 －

合計（百万円） 4,435 －

　（注）１. セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売

実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先

前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

林テレンプ株式会社 692 16.5 637 14.4

　　　　３．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【事業等のリスク】

 　当第３四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報

告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　 　

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（1）業績の状況　

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、震災で影響を受けたサプライチェーンも急速に復旧し、中

国を中心とした新興国の需要もあり、景気は徐々に回復の兆しを見せ始めました。しかし、生産現場では原発の事

故による電力の節電要請を受け、生産調整を強いられました。 

  このような環境の中、当社グループの当第３四半期連結会計期間における連結業績は、自動車部門でいまだ震災

前の水準には戻っていませんが、衣料事業・半導体事業・ファインケミカル事業が好調に推移し、前年を上回る成

績を上げることができました。

　この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は4,435百万円（前年同期比5.7％増）、経常利益は127百万円（前

年同期比80.9％増）、四半期純利益は133百万円（前年同期比81.5％増）となりました。 

　セグメント別業績は次のとおりであります。

 

[衣料事業]

　毛糸部門は、織物用原糸・ニット用原糸ともに堅調に推移し増収となりました。 

  ユニフォーム部門は、学生服素材は受注増により増収、企業・官公庁用制服素材も増収となりました。 

  テキスタイル部門は、メンズ向け素材は増収となりましたが、採算面で苦戦し減益となりました。

  この結果、衣料事業としましては売上高1,809百万円、営業利益89百万円となりました。

　

[インテリア産業資材事業]

　カーペット、ファイバー部門は、不織布・ポリプロ繊維において増収となりましたが、カーペット部門の回復が遅

れており微減収となりました。 

  自動車部門はサプライチェーンの復旧により第２四半期連結会計期間より大きく回復しましたが、前年比では

減収となりました。 

  この結果、インテリア産業資材事業としましては、売上高1,658百万円、営業利益21百万円となりました。

　

[半導体事業]

　半導体部門は、引き続き主力の電動工具向けが需要好調で、増収となりました。

　売上高397百万円、営業利益29百万円となりました。

　

[ファインケミカル事業]

  ファインケミカル部門は、電子材料向けが需要の減退で売り上げは前年並みとなりましたが、後発医薬品向け中

間体が順調に伸び増益となりました。

　売上高210百万円、営業利益22百万円となりました。 

　

[不動産事業]

  不動産部門は、ほぼ前年並みとなりました。 

　　　 　売上高270百万円、営業利益148百万円となりました。　　

　

　　　[その他事業]

　　　　 その他事業の自動車学校、新規事業開発部等は、ほぼ前年並みに推移しました。

　　　   売上高89百万円、営業損失６百万円となりました。
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　　（2）資産、負債及び純資産の状況　

　　 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比497百万円増加し、33,396百万円となりました。その

主な要因は、受取手形及び売掛金の増加によるものであります。 

     負債は、前連結会計年度末比142百万円減少し、25,029百万円となりました。その主な要因は、長期預り敷金保証

金の減少によるものであります。 

　 　純資産は、前連結会計年度末比640百万円増加し、8,367百万円となりました。その主な要因は、利益剰余金の増加及

び新株予約権行使による資本金及び資本剰余金の増加によるものであります。

　

（3）キャッシュ・フローの状況　

　 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、第２四半期連結会計期間

末に比べ135百万円増加し、2,044百万円（前年同四半期比8.3％減）となりました。 　　　 

　  当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

　(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　税金等調整前四半期純利益132百万円を計上しておりますが、主な増加要因としては売上債権の減少731百万円及

び非資金的支出費用である減価償却費127百万円、主な減少要因としてはたな卸資産の増加147百万円等により、営

業活動による資金は993百万円（前年同四半期比24.8％減）の収入となりました。 　

　(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　定期預金の払戻による収入106百万円、有形固定資産の取得による支出55百万円及び無形固定資産の取得による

支出24百万円等により、投資活動による資金は13百万円（前年同四半期は156百万円の使用）の獲得となりまし

た。 

　(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　長期借入れによる収入464百万円、長期借入金の返済1,114百万円及び社債の償還による支出425百万円等により、

財務活動による資金は859百万円（前年同四半期比31.4％減）の使用となりました。 

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

（5）研究開発活動

　当第３四半期連結会計期間における当社グループの研究開発費は14百万円であります。

　なお、当第３四半期連結会計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。　
 

　　  

　　(2）設備の新設、除却等の計画

　　　　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありま

せん。　
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 143,000,000

計 143,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成23年９月30日）

 提出日現在発行数（株）
（平成23年11月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 84,444,173 84,444,173

東京、大阪の各証券取引

所（以上各市場第一

部）

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

単元株式数1,000株

計 84,444,173 84,444,173 － －

  （注）「提出日現在発行数」欄には、平成23年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。　

 　 

（２）【新株予約権等の状況】

 　当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。

     第２回乃至第11回新株予約権（平成22年９月13日取締役会決議）

　   　第２回乃至第11回新株予約権（以下、各回新株予約権を個別に「本新株予約権」といい、第２回乃至第11回新株

予約権を総称してまたは個別に「本件新株予約権」という。）は、会社法第236条第１項各号に掲げる事項につ

き全て同一の内容であり、共通する事項は次のとおりであります。

　
第３四半期会計期間末現在

　
（平成23年９月30日）

新株予約権の数（個）
第９回新株予約権　　　　　　　　　　５個

第10回乃至第11回新株予約権　　　　各10個 

新株予約権のうち自己新

株予約権の数（個）
　―

新株予約権の目的となる

株式の種類

 当社普通株式 

 当社普通株式の内容は、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 

 単元株式数1,000株 

新株予約権の目的となる

株式の数

本新株予約権１個の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数（以下「交付株式

数」という。）は、10,000,000円（以下「出資金額」という。）を行使価額（別記「新株

予約権の行使時の払込金額」欄第２項に定義する。）で除して得られる最大整数とし、本

新株予約権複数個の行使請求により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求の対

象となった本新株予約権の数に出資金額を乗じた金額（以下「出資金総額」という。）

を行使価額で除して得られる最大整数とする（１株未満の端数を生じたときはこれを切

り捨て、現金による調整は行わない。）。なお、本新株予約権の目的たる株式の総数の上限

は、本新株予約権の総数に出資金額を乗じた金額を行使価額で除して得られる最大整数

となる。ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項または第４項に従い、

行使価額が修正または調整された場合は、本新株予約権の目的たる株式の総数は変更さ

れる。 
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第３四半期会計期間末現在

　
（平成23年９月30日）

新株予約権の行使時の払

込金額　

　

　

　

 １ 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産の価額は、別記「新株予約権の目的

となる株式の数」欄に定める出資金額とする。なお、修正開始日（本欄第３項第(1)号

に定義する。）後の包括行使請求（別記（注）８「新株予約権の行使請求及び払込の

方法」第(4)号に定義する。）または個別行使請求（別記（注）８「新株予約権の行使

請求及び払込の方法」第(5)号に定義する。）に基づく本新株予約権の行使に際して新

株予約権１個につき出資される財産の価額もこれと同額とする。 

 ２ 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる

当社普通株式１株あたりの価額（以下「行使価額」という。）は、当初86.4円とする。

ただし、本欄第３項または第４項に従い、修正または調整される。 

 ３ 行使価額の修正

  (1）当社は、平成22年10月１日以降、平成24年９月28日までの間（以下「行使価額修正期

間」という。）、①当社取締役会が資金調達のために必要と認め、かつ、②修正開始日

行使価額（本項第(2)号に定義する。）が下限行使価額（本項第(2)号に定義する。）

以上である場合には、修正開始日（行使価額修正の決定を行った日（以下「行使価

額修正決議日」という。）の６銀行営業日後の日をいい、以下「修正開始日」とい

う。）以降、本新株予約権の要項に従って本新株予約権の行使価額が修正される旨を

決定（以下「行使価額修正の決定」という。）することができ、この決定を行った場

合には、当社は、行使価額修正の決定が行われたこと、修正開始日、修正開始日行使価

額および行使価額修正決議日現在におけるリセット価額（本項第(3)号に定義す

る。）を、行使価額修正決議日に、新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通

知するものとする。 　
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第３四半期会計期間末現在

　
（平成23年９月30日）

新株予約権の行使時の払

込金額

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

  (2）行使価額修正の決定が行われた場合、行使価額は、①修正開始日（当日を含む。）か

ら修正開始日の翌月の第２金曜日まで（当日を含む。）の期間においては、行使価額

修正決議日の前銀行営業日まで（当日を含む。）の５連続取引日（ただし、終値（気

配表示を含む。以下同じ。）のない日は除き、行使価額修正決議日の前銀行営業日が

取引日でない場合には、行使価額修正決議日の前銀行営業日の直前の取引日までの

５連続取引日とする。以下「修正開始日行使価額算定期間」という。）の株式会社東

京証券取引所（株式会社東京証券取引所の業務を承継する金融商品取引

　    所を含む。以下同じ。）における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の

90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨て

る。以下「修正開始日行使価額」という。）に、②修正開始日の翌月の第２金曜日の

翌日以後においては、毎月第２金曜日（初回を修正開始日の翌月の第２金曜日とし、

以下「決定日」という。）の翌日以降、決定日まで（当日を含む。）の５連続取引日

（ただし、終値のない日は除き、決定日が取引日でない場合には、決定日の直前の取

引日までの５連続取引日とする。以下「修正後行使価額算定期間」という。）の株式

会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値の90％

に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。）

または当該決定日において有効なリセット価額（本項第(3)号に定義する。）のいず

れか高い価額に、それぞれ修正される（修正後の行使価額（修正開始日行使価額を

含む。）を以下「修正後行使価額」という。）。なお、修正開始日行使価額算定期間ま

たは修正後行使価額算定期間内に、本欄第４項第(2)号または第(4)号で定める行使

価額の調整事由が生じた場合には、修正後行使価額は、本新株予約権の要項に従い当

社が適当と判断する値に調整される。

　　　ただし、かかる算出の結果、修正後行使価額が50.4円（ただし、本欄第４項第(1)号乃至

第(4)号による調整を受ける。以下「下限行使価額」という。）を下回る場合には、修

正後行使価額は下限行使価額とし、修正後行使価額が144円（ただし、本欄第４項第

(1)号乃至第(4)号による調整を受ける。以下「上限行使価額」という。）を上回る場

合には、修正後行使価額は上限行使価額とする。

 (3）修正開始日以後、５連続取引日（ただし、終値のない日は除く。）の株式会社東京証

券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の全てがリセット価額（以

下に定義する。）を下回った場合、当該５連続取引日（以下「リセット価額判定期

間」という。）の最終日の翌日以降、行使価額は、当該修正開始日の前日において有

効であった行使価額（ただし、当該日の翌日以降、本欄第４項第(2)号または第(4)号

で定める行使価額の調整事由が生じた場合には、本欄第４項第(1)号乃至第(4)号に

よる調整を受ける。）に修正される。なお、当該修正後、本項第(1)号に基づく行使価

額修正の決定が行われるまで、本項第(2)号に定める行使価額の修正は行わないもの

とする。ここで「リセット価額」とは、①当該修正開始日に係る修

     正開始日行使価額算定期間の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通

取引の毎日の終値の平均値の80％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出

し、その小数第２位を切り捨てる。）（ただし、本欄第４項第(1)号乃至第(4)号によ

る調整を受ける。）、または②リセット価額判定期間の最終日において有効な下限行

使価額、のいずれか高い価額をいう。なお、修正開始日行使価額算定期間内に、本欄第

４項第(2)号または第(4)号で定める行使価額の調整事由が生じた場合には、上記①

の価額は、本新株予約権の要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。 
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第３四半期会計期間末現在

　
（平成23年９月30日）

新株予約権の行使時の払

込金額

　　

(4）当社は、行使価額修正期間中、①本新株予約権が残存し、かつ、②本項第(1)号に基づ

く行使価額修正の決定が行われていない場合（本項第(3)号に基づき修正開始日の

前日において有効であった行使価額に修正され、その後行使価額修正の決定が行わ

れていない場合を含む。）には、本項第(1)号に基づく行使価額修正の決定を行うこ

とができる。 

 (5）本項第(1)号乃至第(3)号により行使価額の修正を行うときは、当社は、あらかじめ書

面によりその旨、修正前の行使価額、修正後行使価額およびその適用の日その他必要

な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。 

４ 行使価額の調整 

 (1）当社は、本新株予約権の発行後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式数

に変更を生じる場合または変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以

下「行使価額調整式」という。）をもって行使価額を調整する。
 

　 　 　 　 既発行

普通株式数
＋
交付普通株式数×１株あたりの払込金額

調整後

行使価額

　

＝

調整前　

行使価額

　

×
 時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数　　　

　
 (2）行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合およびその調整後

の行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 

     ① 時価（本項第(3)号②に定義する。以下同じ。）を下回る払込金額をもって当社普

通株式を交付する場合（ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付

株式もしくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含

む。）の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる新

株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）その他の証券もしくは権

利の転換、交換または行使による場合を除く。） 

     調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該

払込期間の最終日とする。以下同じ。）の翌日以降、当社普通株式の株主（以下

「当社普通株主」という。）に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある

場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

     ② 当社普通株式の株式分割または当社普通株式の無償割当てをする場合

　　　　調整後の行使価額は、当社普通株式の株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通

株式の無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株

式の無償割当てについて、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるための基

準日がある場合は、その日の翌日以降、これを適用する。 

     ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに時価を下回る対価（本項第(3)

号⑤に定義する。以下同じ。）をもって当社普通株式を交付する定めがあるもの

を発行する場合（無償割当ての場合を含む。）、または時価を下回る対価をもっ

て当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付された

ものを含む。）その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を

含む。）（ただし、本新株予約権以外の本件新株予約権の発行を除く。） 

調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）その他の証券または権利（以下「取得請求権付株

式等」という。）の全てが当初の条件で転換、交換または行使された場合に交付

されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通

        株式数」とみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日

（新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合は割当日）ま

たは無償割当ての効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株主

に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降、

これを適用する。 
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         上記にかかわらず、転換、交換または行使に際して交付される当社普通株式の対

価が取得請求権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行

使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当

該対価の確定時点の条件で転換、交換または行使された場合に交付されることと

なる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして

行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降

これを適用する。 

     ④ 当社の発行した取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約権付社

債に付されたものを含む。）の取得と引換えに時価を下回る対価をもって当社普

通株式を交付する場合 

調整後の行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 

上記にかかわらず、上記取得条項付株式または取得条項付新株予約権（新株予約

権付社債に付されたものを含む。）（以下「取得条項付株式等」という。）に関

して当該調整前に本号③または⑤による行使価額の調整が行われている場合に

は、上記交付が行われた後の完全希薄化後普通株式数（本項第(3)号⑥に定義す

る。以下同じ。）が、（ⅰ）上記交付の直前の既発行普通株式数（本項第(3)号③

に定義する。以下同じ。）を超えるときに限り、調整後の行使価額は、当該超過す

る株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」とみなして、行使価額調整式を

準用して算出するものとし、（ⅱ）上記交付の直前の既発行普通株式数を超えな

い場合は、本④の調整は行わないものとする。 

     ⑤ 取得請求権付株式等の発行条件に従い、当社普通株式１株あたりの対価（本⑤に

おいて「取得価額等」という。）の下方修正等が行われ（本項第(2)号または第

(4)号と類似の希薄化防止条項に基づく調整の場合を除く。）、当該下方修正等が

行われた後の当該取得価額等が、当該修正が行われる日（以下「修正日」とい

う。）における時価を下回る価額になる場合（ただし、本新株予約権以外の本件

新株予約権の行使価額の修正の場合を除く。） 

        （ⅰ）当該取得請求権付株式等に関し、本号③による行使価額の調整が修正日前

に行われていない場合、調整後の行使価額は、修正日に残存する取得請求

権付株式等の全てが修正日時点の条件で転換、交換または行使された場合

に交付されることとなる当社普通株式の株式数を行使価額調整式の「交

付普通株式数」とみなして本号③の規定を準用して算出するものとし、修

正日の翌日以降、これを適用する。 

        （ⅱ）当該取得請求権付株式等に関し、本号③または上記（ⅰ）による行使価額

の調整が修正日前に行われている場合で、修正日に残存する取得請求権付

株式等の全てを修正日時点の条件で転換、交換または行使され当社普通株

式が交付されたものとみなしたときの完全希薄化後普通株式数が、当該修

正が行われなかった場合の既発行普通株式数を超えるときには、調整後の

行使価額は、当該超過する株式数を行使価額調整式の「交付普通株式数」

とみなして、行使価額調整式を準用して算出するものとし、修正日の翌日

以降これを適用する。なお、１ヶ月間に複数回の取得価額等の修正が行わ

れる場合には、調整後の行使価額は、当該修正された取得価額等のうちの

最も低いものについて、行使価額調整式を準用して算出するものとし、当

該月の末日の翌日以降これを適用する。 

     ⑥ 本号①乃至③の各取引において、当社普通株主に割当てを受ける権利を与えるた

めの基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会、

取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号①乃至③にか

かわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これ

        を適用するものとする。
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         この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本

新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通

株式を交付するものとする。ただし、株式の交付については別記（注）11「新株

予約権行使の効力発生時期等」第(2)号の規定を準用する。
　

　　 　
(調整前　

－

調整後
×

　

 調整前行使価額により当該期間内に

　

株式数 
＝

　

 行使価額

　
行使価額)  交付された株式数　

　調整後行使価額　

　

        この場合に１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行

わない。 

     ⑦ 本号①乃至⑤に定める証券または権利に類似した証券または権利が交付された

場合における調整後の行使価額は、本号①乃至⑥の規定のうち、当該証券または

権利に類似する証券または権利についての規定を準用して算出するものとする。

 (3）① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第

２位を切り捨てる。

     ② 行使価額調整式および本項第(2)号において「時価」とは、調整後の行使価額を

適用する日（ただし、本項第(2)号⑥の場合は基準日）に先立つ45取引日目に始

まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎

日の終値の平均値（終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算

は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を切り捨てる。

     ③ 行使価額調整式および本項第(2)号において「既発行普通株式数」とは、当社普

通株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が定められている場合はそ

の日、また当該基準日が定められていない場合は、調整後の行使価額を適用する

日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から当該日における当社の

有する当社普通株式数を控除し、当該行使価額の調整前に、本項第(2)号または第

(4)号に基づき「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付さ

れていない当社普通株式の株式数を加えるものとする。 

     ④ 当社普通株式の株式分割が行われる場合には、行使価額調整式で使用する「交付

普通株式数」は、基準日における当社の有する当社普通株式に関して増加した当

社普通株式の数を含まないものとする。 

     ⑤ 本項第(2)号において「対価」とは、当該株式または新株予約権（新株予約権付

社債に付されたものを含む。）の発行に際して払込みがなされた額（本項第(2)

号③における新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の場合に

は、その行使に際して出資される財産の価額を加えた額とする。）から、その取得

または行使に際して当該株式または新株予約権の所持人に交付される金銭その

他の財産（当社普通株式を除く。）の価額を控除した金額を、その取得または行

使に際して交付される当社普通株式の数で除した金額をいい、当該行使価額の調

整においては、当該対価を行使価額調整式における１株あたりの払込金額とす

る。 

     ⑥ 本項第(2)号において「完全希薄化後普通株式数」とは、調整後の行使価額を適

用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における

当社の有する当社普通株式数を控除し、（ⅰ）（本項第(2)号④においては）当

該行使価額の調整前に、本項第(2)号または第(4)号に基づき「交付普通株式数」

とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式の株式数

（ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得条項付株式等に関して「交付普通

株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普通株式

の株式数を除く。）および当該取得条項付株式等の取得と引換えに交付されるこ

ととなる当社普通株式の株式数を加え、また（ⅱ）（本項第(2)号⑤において

は）当該行使価額の調整前に、本項第(2)号または第(4)号に基づき「交
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第３四半期会計期間末現在

　
（平成23年９月30日）

新株予約権の行使時の払

込金額 

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　

         付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されていない当社普

         通株式の株式数（ただし、当該行使価額の調整前に、当該取得請求権付株式等に

関して「交付普通株式数」とみなされた当社普通株式のうち未だ交付されてい

ない当社普通株式の株式数を除く。）および修正日に残存する当該取得請求権付

株式等の全てが修正日時点の条件で転換、交換または行使された場合に交付され

ることとなる当社普通株式の株式数を加えるものとする。

 (4）本項第(2)号で定める行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合に

は、当社は、必要な行使価額の調整を行う。 

     ① 株式の併合、資本金の減少、当社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割

による当該会社の権利義務の全部または一部の承継、または他の株式会社が行う

株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために行使価額の調

整を必要とするとき。

     ② 当社普通株主に対する他の種類株式の無償割当てのために行使価額の調整を必

要とするとき。 

     ③ その他当社普通株式数の変更または変更の可能性が生じる事由の発生により行

使価額の調整を必要とするとき（ただし、本新株予約権以外の本件新株予約権の

行使価額の調整の場合を除く。）。 

     ④ 行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整

後の行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考

慮する必要があるとき。 

 (5）本項第(1)号乃至第(4)号により行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書

面によりその旨ならびにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額およびその

適用の日その他必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知す

る。ただし、本項第(2)号⑥の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うこ

とができないときは、適用の日以降速やかにこれを行う。

新株予約権の行使期間 １  平成22年10月１日から平成25年９月30日までの期間（以下、当該期間の最終日を「権

利行使最終期日」という。）とする。ただし、平成25年９月30日が銀行営業日でない場

合にはその前銀行営業日を権利行使最終期日とする。

２  本欄第１項に拘わらず、包括行使請求は、権利行使最終期日を行使する日として行う

ものとし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(1)号に基づく各行使

価額修正の決定に際して、当該決定に係る行使価額修正決議日から修正開始日まで

の期間（以下「包括行使請求書提出期間」という。）において、包括行使にかかる行

使請求書を提出するものとする。個別行使請求を行う期間は、当該決定に係る修正開

始日から権利行使最終期日の前銀行営業日（ただし、別記「新株予約権の行使時の

払込金額」欄第３項第(3)号により行使価額が修正され、その後行使価格修正の決定

が行われていない場合、当該修正がなされた日の前銀行営業日）までの期間（以下

「個別行使可能期間」という。）とする。 
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第３四半期会計期間末現在

　
（平成23年９月30日）

新株予約権の行使により

株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組

入額

１  新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格

　　本新株予約権１個の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、10,021,950円

（本新株予約権１個の発行価格と出資金額を合計した金額）を、当該行使請求の時点

（包括行使請求の場合は別記「新株予約権の行使期間」欄第１項に定める権利行使

最終期日）において有効な交付株式数で除した金額となり、本新株予約権複数個の行

使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、行使請求の対象となった本新株予

約権の数に10,021,950円（本新株予約権１個の発行価格と出資金額を合計した金

額）を乗じた金額を、当該行使請求の時点（包括行使請求の場合は別記「新株予約権

の行使期間」欄第１項に定める権利行使最終期日）において有効な交付株式数で除

した金額となる。

２  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準

備金

　　本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則

第17条の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額と

し、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。増

加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額と

する。 

新株予約権の行使の条件 １  各本新株予約権の一部行使はできないものとする。

２  (1）包括行使請求には、その対象となる各本新株予約権につき、権利行使最終期日の

前銀行営業日までに、個別行使請求がなされず、本欄第５項第(1)号に定めるいず

れの事由も発生せず、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(3)号

に定める事由も発生せず、別記（注）10「自己新株予約権の取得の事由及び取得

の条件」第(1)号または第(2)号に定めるいずれの取得も行われていない場合に

効力を生じる旨の条件を付すものとする。

    (2）包括行使請求を行う新株予約権の個数については、新株予約権者の任意の選択に

よるものとし、新株予約権者は、包括行使請求を行う場合、出資金額に包括行使請

求に基づき権利行使を希望する本新株予約権の個数を乗じた金額を、包括行使請

求書提出期間内に、現金にて別記（注）９「新株予約権の行使請求の受付場所、

取次場所及び払込取扱場所」第(4)号に定める決済取扱場所に払い込むものとす

る。 

    (3）権利行使最終期日の前銀行営業日に本項第(1)号に定める包括行使請求に付され

た条件が成就した場合には、包括行使請求がなされた際に決済取扱場所に払い込

まれた金銭から包括行使請求に付された条件が成就した本新株予約権の個数に

出資金額を乗じた金額が、権利行使最終期日において、決済取扱場所から別記

（注）９「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」第

(3)号に定める払込取扱場所の指定口座に、当該包括行使請求の対象となる本新

株予約権の出資金額に係る払込金として払い込まれるものとする。 

    (4）包括行使請求書提出期間内に、新株予約権者が包括行使にかかる行使請求書を提

出しなかった場合には、新株予約権者は、当該包括行使にかかる行使請求書を提

出しなかった本新株予約権につき、以後包括行使請求その他の一切の行使請求を

行うことができないものとする。 

３  (1）別記（注）11「新株予約権行使の効力発生時期等」第(1)号に従い個別行使請求

の効力が生じた場合には、当該個別行使請求に対応する個数の本新株予約権に係

る包括行使請求は効力が発生しないことが確定する。 

    (2）新株予約権者は、かかる個別行使請求の効力発生以後、権利行使最終期日の前銀

行営業日（ただし、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(3)号に

より行使価額が修正された場合、当該修正がなされた日の前銀行営業日）に至る

まで、包括行使請求に係る行使請求書が提出された本新株予約権の総数から当該

個別行使請求が行われた本新株予約権の個数を控除した残数の本新株予約権に

限り、引き続き、個別行使請求を行うことができ、その後もまた同様とする。 
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第３四半期会計期間末現在

　
（平成23年９月30日）

新株予約権の行使の条件

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　　　

４  別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(3)号により行使価額が修正され

た場合、当該修正がなされた日において個別行使請求がなされていない個数の本新株

予約権に係る包括行使請求は、当該修正がなされた日に効力が発生しないことが確定

し、当該効力が発生しないことが確定した包括行使請求に係る本新株予約権の個数に

出資金額を乗じた金額が、決済取扱場所から新株予約権者に速やかに返還されるもの

とする。

５  (1）以下の（ⅰ）乃至（ⅲ）のいずれかの事由が生じた場合には、新株予約権者 

は、残存する本新株予約権全部につき、以後その行使請求を行うことができない

ものとする。なお、以下の（ⅰ）乃至（ⅲ）のいずれかの事由が生じた場合には、

当社は速やかに新株予約権原簿に記載された各新株予約権者に通知する。 

        （ⅰ）当社が支払の停止に至った場合または当社につき破産手続開始、民事再生

手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに準じる法的

清算・再建手続の申立がなされた場合もしくは裁判所もしくは監督官庁

によりかかる手続開始の前提行為が行われた場合 

        （ⅱ）当社が手形交換所の取引停止処分を受けた場合 

        （ⅲ）当社の重要な財産が差し押さえられた場合    　

　     (2）本項第(1)号のいずれかの事由が生じた場合において、包括行使請求に基づく出

資金額が決済取扱場所に払い込まれていたときは、包括行使請求は、当該事由発

生時において残存する本新株予約権につき効力が発生しないことが確定し、当該

事由発生後遅滞なく、残存する本新株予約権の個数に出資金額を乗じた金額が決

済取扱場所から新株予約権者に返還されるものとする。

新株予約権の譲渡に関す

る事項

本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の決議による当社の承認を要

するものとする。 

代用払込みに関する事項 該当事項なし
　

組織再編成行為に伴う新

株予約権の交付に関する

事項

該当事項なし

　（注）１．本新株予約権は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第８項に規定する行使価額修正条項付新株予約

権付社債券等に該当します。

　　　　２．本新株予約権の特質は以下のとおりであります。

  (1）本新株予約権の行使により交付される当社普通株式数は、行使価額の修正にともなって変動する仕組みと

なっているため、修正開始日行使価額算定期間または修正後行使価額算定期間（それぞれ別記「新株予約

権の行使時の払込金額」欄第３項第(2)号に定義する。）に株価が下落し、修正後行使価額（別記「新株予

約権の行使時の払込金額」欄第３項第(2)号に定義する。）が当初行使価額（86.4円）を下回った場合に

は、交付される株式数が増加する。

  (2）本新株予約権の行使価額の修正基準及び修正頻度について

      当社が行使価額修正の決定を行った本新株予約権の行使価額は、行使価額修正を決定した日の直前５連続

取引日の株式会社東京証券取引所終値の平均値×90％に修正され、以降、毎月第２金曜日に、その日までの

５連続取引日の株式会社東京証券取引所終値の平均値×90％に修正される（別記「新株予約権の行使時

の払込金額」欄第３項第(1)号及び第(2)号を参照）。

  (3）行使価額等の下限等について

    本新株予約権の行使価額の下限は50.4円である（別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(2)

号を参照）。

      割当株式数の上限

      本件新株予約権の目的となる株式数の上限は17,500,000株（発行決議日現在の発行済株式数の約

24.3％）となっており、これを超えて行使されることはない（本（注）３ (1）上限議決権数超過行使

等の制限に係る合意を参照）。

      資金調達額の下限

      資金調達額の下限については、本件新株予約権が、本件新株予約権の目的となる株式数の上限の範囲内

において、すべて下限行使価額である50.4円で行使された場合、調達金額の総額は884,195,000円とな

　　　る。なお、本件新株予約権は、当社が行使価額修正の決定を行わない場合等において行使されない可能

      性がある。
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  (4）本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部の取得を可能とする旨の条項が付されている

（本（注）10「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」第(1)号を参照）。

３．本件新株予約権に表示された権利の行使に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決めの

内容 

     当社は、本新株予約権の所有者である野村證券株式会社（以下「割当先」という。）との間で、下記の内容

について合意しております。

  (1）上限議決権数超過行使等の制限に係る合意

   ① 当社は、当社が本件新株予約権の発行後６ヶ月以内に第三者割当の方式で交付する当社普通株式及びそ

の他の種類の議決権付株式（以下「同時期発行議決権付株式」と総称する。）に係る議決権の数に、本

件新株予約権、当社が本件新株予約権の発行後６ヶ月以内に第三者割当の方式で発行する新株予約権

（新株予約権付社債に付されたものを含む。）及び当社普通株式以外の種類の株式（以下「同時期発行

新株予約権等」と総称する。）の取得又は行使が行われることによって増加する議決権の数を加えた議

決権の数の累計が、17,500個（ただし、当社が当社の議決権付株式の併合、分割もしくは当社の株主に対

し当社の議決権付株式の無償割当て又は当社の議決権付株式の単元株式数の変更をする場合は、当該株

式併合、株式分割もしくは無償割当ての割合又は変更前後における単元株式数の比率に応じて減少又は

増加するものとし、当該株式併合、株式分割もしくは無償割当ての基準日又は単元株式数の変更日前

      に発行された同時期発行議決権付株式に係る議決権並びにかかる基準日もしくは変更日前に本新株予

約権又は同時期発行新株予約権等の行使又は取得により増加した議決権の数も同様に減少又は増加し

たものとみなして計算する。）を超えることとなるような本件新株予約権の行使又は同時期発行新株予

約権等の行使もしくは取得請求を行わせず、また、同時期発行新株予約権等の取得もしくは同時期発行

議決権付株式の発行を行わない。（以下、かかる本件新株予約権の行使および同時期発行新株予約権等

の行 使、取得請求または取得ならびに同時期発行議決権付株式の発行をあわせて「上限議決権数超過

行使等」という。）

   ② 当社は、本項第(2)号「割当先による行使制限措置」②に基づく割当先による確認に係る本件新株予約

権の行使が上限議決権数超過行使等に該当することとなる場合、その旨割当先に通知した上、速やかに

本（注）10「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」第(1)号に定める取得（残存する本新株予

約権の全部の取得に限る。）の手続を行うものとする。ただし、割当先により複数個の本件新株予約権の

行使に係る確認がなされ、当該複数個の一部の行使であれば上限議決権数超過行使等に該当しない場

合、上限議決権数超過行使等に該当しない最大個数に係る本件新株予約権を除く。

   ③ 当社は、割当先による本件新株予約権の行使が上限議決権数超過行使等に該当する場合、本件新株予約

権の要項の定めにかかわらず、割当先に対して、本件新株予約権の要項に従った当社普通株式の交付を

行う義務を負わない。ただし、割当先により複数個の本件新株予約権の行使がなされ、当該複数個の一部

の行使であれば上限議決権数超過行使等に該当しない場合、上限議決権数超過行使等に該当しない最大

個数に係る本件新株予約権を除く。

  (2）割当先による行使制限措置

   ① 当社は、株式会社東京証券取引所の定める有価証券上場規程第434条第１項、同規程施行規則第436条第

１項から第５項までの定めならびに株式会社大阪証券取引所の定める企業行動規範に関する規則第４

条第１項及び同取扱い２(1)乃至(6)の定めに基づき、ＭＳＣＢ等の買受人による転換又は行使を制限す

るよう措置を講じるため、日本証券業協会の定める「第三者割当増資等の取扱いに関する規則」に従

い、所定の適用除外の場合を除き、本件新株予約権の行使をしようとする日を含む暦月において当該行

使により取得することとなる株式数が本件新株予約権の払込日時点における当社上場株式数の10％を

超えることとなる場合の、当該10％を超える部分に係る新株予約権の行使（以下「制限超過行使」とい

う。）を割当先に行わせない。

   ② 割当先は、制限超過行使及び上限議決権数超過行使等に該当することとなるような本新株予約権の行使

を行わないことに同意し、本件新株予約権の行使にあたっては、予め当社に対し、本件新株予約権の行使

が制限超過行使もしくは上限議決権数超過行使等に該当しないかについて確認を行う。

４．当社の株券の売買に関する事項についての本新株予約権の所有者との間の取決めの内容

　　　当社は、割当先との間で、以下について合意しております。

　　　割当先は、本件新株予約権の権利行使により取得することとなる当社普通株式の数量の範囲内で行う売付け

等以外の本件に関わる空売りを目的として、当社普通株式の借株は行いません。
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５．当社の株券の貸借に関する事項についての本新株予約権の所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決

めの内容

　　　該当事項なし 

６．その他投資者の保護を図るため必要な事項

当社は、割当先との間で、以下について合意しております。 

　　　割当先は、本件新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の決議による当社の承認を要するもの

とする。ただし、割当先が、本件新株予約権の行使により交付された株式を第三者に譲渡することを妨げな

い。 

７．新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額

　　金100,219,500円

  　本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合および当社が本新株予約権を取得した場合には、上記

金額は減少する。

８．新株予約権の行使請求及び払込の方法

　(1）行使価額修正期間中に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(1)号に基づく行使価額修正の

決定が一切行われていない場合または別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(3)号に基づく

行使価額の修正が行われた後、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(1)号に基づく行使価

額修正の決定が行われていない場合において行使請求を行うときは、新株予約権者は、平成24年９月28日

まで（当日を含む。）に、本項第(6)号および第(7)号に定める行使請求手続を完了するものとする。

  (2）平成24年９月29日以降に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(3)号に基づく行使価額の修

正が行われた場合において行使請求を行うときは、新株予約権者は、権利行使最終期日まで（当日を含

む。）に本項第(6)号および第(7)号に定める行使請求手続を完了するものとする。 

  (3）別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(1)号に基づく行使価額修正の決定が行われた場合に

おいて、修正後行使価額が適用される前の行使価額（以下「修正前行使価額」という。）に基づき行使請

求を行うときは、新株予約権者は、修正開始日の前銀行営業日まで（当日を含む。）に本項第(6)号および

第(7)号に定める行使請求手続を完了するものとする。

  (4）別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(1)号に基づく行使価額修正の決定が行われた場合に

おいて、修正後行使価額に基づき行使請求を行うときは、新株予約権者は、包括行使請求書提出期間内に行

使請求書を提出することにより、各本新株予約権につき、別記「新株予約権の行使の条件」欄第２項第(1)

号に定める条件が成就した場合に効力を生じる行使請求として、出資金額を本新株予約権１個あたりの行

使に際して出資される財産の価額とし、権利行使最終期日において有効な交付株式数を本新株予約権１個

あたりの交付株式数として株式の交付を受けることを意図する行使請求（以下「包括行使請求」とい

う。）の手続きを、本項第(6)号および第(7)号に従い、権利行使最終期日を行使日として行うものとする。

  (5）本項第(4)号に従い包括行使請求が行われた本新株予約権については、新株予約権者は、当該本新株予約権

に係る包括行使請求の行使日を待たずに、個別行使可能期間内において、いつでも、個別行使請求（以下に

定義する。）を行うことができる。ここで「個別行使請求」とは、当該各本新株予約権について、出資金額

を本新株予約権１個あたりの行使に際して出資される財産の価額とし、各個別行使請求の時点において有

効な交付株式数を本新株予約権１個あたりの交付株式数として株式の交付を受けることを意図する行使

請求とし、個別行使請求の効力は、本項第(6)号および第(7)号に定める行使請求手続が完了したときに生

じるものとする。この場合、効力を生じた個別行使請求に対応する本新株予約権に係る包括行使請求は、別

記「新株予約権の行使の条件」欄第２項第(1)号に定める包括行使請求に付された条件の不成就の確定に

より効力が発生しないこととなる。

  (6）本新株予約権の行使請求を行う場合には、新株予約権者は、修正前行使価額に基づく行使請求（行使価額

修正の決定が一切行われていない場合の行使請求および別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３

項第(3)号に基づく行使価額の修正が行われた後、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(1)

号に基づく行使価額修正の決定が行われていない場合の行使請求を含む。）、包括行使請求および個別行

使請求の各場合に応じて、当社が定める様式による行使請求書（以下「行使請求書」という。）に必要事

項を記入し、記名捺印の上、これを本（注）９「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱

場所」第(1)号に定める行使請求受付場所に提出するものとする。 

  (7）本項第(6)号の行使請求書の提出に加えて、新株予約権者は、修正前行使価額に基づく行使請求（行使価額

修正の決定が一切行われていない場合の行使請求および別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３

項第(3)号に基づく行使価額の修正が行われた後、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(1)

号に基づく行使価額修正の決定が行われていない場合の行使請求を含む。）の場合には、出資金総額を現

金にて本（注）９「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所」第(3)号に定める払

　　　込取扱場所の当社の指定する口座（以下「指定口座」という。）に払い込むものとし、包括行使請求の場合に

は、出資金総額を現金にて本（注）９「新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場

　　　所」第(4)号に定める決済取扱場所の所定の口座（以下「決済口座」という。）に払い込んだ上、決済取扱場

所に対して、当該決済口座への払込みがなされたことおよび当該払込みに係る金額を当社に通知する旨、
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ならびに包括行使請求の効力が発生した場合には権利行使最終期日に当該効力が発生した包括行使請求

に係る新株予約権の個数に出資金額を乗じた金額を決済口座から指定口座に払い込む旨の指図を行うも

のとし、個別行使請求の場合には、出資金総額を決済口座から指定口座に個別行使請求の行使日に払い込

む旨の指図を行うものとする。 

  (8）各個別行使請求がなされることにより包括行使請求の一部もしくは全部の効力が発生しない場合を除き、

本項に従い行使請求を行った者は、その後これを撤回することはできない。

９．新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所　

  (1）新株予約権の行使請求受付場所

株式会社トーア紡コーポレーション 総務部

  (2）新株予約権の行使請求取次場所 

該当事項なし 

  (3）新株予約権の行使に関する払込取扱場所 

野村信託銀行株式会社 商品サービス開発部 

  (4）新株予約権の行使に関する決済取扱場所 

野村信託銀行株式会社 商品サービス開発部　

10. 自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

  (1）当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する日（当該取締役会後２ヶ月を超えない日に定められるも

のとする。）を別に定めた場合には、当該取得日において、残存する本新株予約権の全部または一部を取得

する。当社が本新株予約権の一部を取得する場合、抽選により、取得する本新株予約権を決定するものとす

る。当社は、本新株予約権を取得するのと引換えに、当該本新株予約権の新株予約権者に対して、本新株予

約権１個あたり払込金額と同額を交付する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

　(2）当社は、当社が消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転（以下「組織再編行為」

という。）につき当社株主総会（株主総会の決議を要しない場合は、取締役会）で承認決議した場合、当該

組織再編行為の効力発生日以前に、当社が本新株予約権を取得するのと引換えに当該本新株予約権の新株

予約権者に対して本新株予約権１個あたり払込金額と同額を交付して、残存する本新株予約権の全部を取

得する。当社は、取得した本新株予約権を消却するものとする。

  (3）当社は、行使価額修正期間中に別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第３項第(1)号に基づく行使価

額修正の決定が一切行われていない場合または平成24年９月28日までに別記「新株予約権の行使時の払

込金額」欄第３項第(3)号に基づく行使価額の修正が行われ、当該修正後同日までに別記「新株予約権の

行使時の払込金額」欄第３項第(1)号に基づく行使価額修正の決定が行われていない場合、平成24年９月

28日の翌銀行営業日に、無償にて、残存する本新株予約権の全部を取得する。当社は、取得した本新株予約

権を消却するものとする。

  (4）本項第(1)号または第(2)号により本新株予約権を取得する場合には、当社は、当社取締役会で定める取得

日の２週間前までに、当該取得日を、新株予約権原簿に記載された本新株予約権の新株予約権者（本新株

予約権の一部を取得する場合は、当社取締役会が決定した本新株予約権の新株予約権者）に通知する。

  (5）本項第(1)号または第(2)号により本新株予約権を取得する場合において、包括行使請求に基づく出資金額

が決済口座（本（注）８「新株予約権の行使請求及び払込の方法」第(7)号に定義する。）に払い込まれ

ていたときは、当該取得事由発生後遅滞なく、取得される本新株予約権の個数に出資金額を乗じた金額が、

決済取扱場所から新株予約権者に返還されるものとする。

11．新株予約権行使の効力発生時期等

　(1）本新株予約権の行使請求の効力は、本（注）８「新株予約権の行使請求及び払込の方法」第(6)号の行使請

求書が行使請求受付場所に到達し、かつ本（注）８「新株予約権の行使請求及び払込の方法」第(7)号の

出資金総額が指定口座に入金された場合において、本新株予約権を行使する日として当該行使請求書に記

載された日（当該行使請求書が行使請求受付場所に到達した日または本新株予約権の行使に際して出資

される出資金の指定口座への入金が行われた日のいずれかが、かかる行使請求書に記載された日の翌日以

降である場合を除く。）に発生する。ただし、包括行使請求に基づく行使の効力は、本（注）８「新株予約

権の行使請求及び払込の方法」第(6)号の行使請求書が行使請求受付場所に到達し、かつ本（注）８「新

株予約権の行使請求及び払込の方法」第(7)号の出資金総額が指定口座に入金されることに加え、権利行

使最終期日の前銀行営業日までに、個別行使請求がなされず、別記「新株予約権の行使の条件」欄第

　　　５項第(1)号に定めるいずれの事由も発生せず、別記「新株予約権の行使時の払込金額」第３項第(3)号に定

める事由も発生せず、本（注）10「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」第(1)号または第(2)

　　　号に定めるいずれの取得も行われていない場合に権利行使最終期日において生じるものとする。

  (2）当社は、本新株予約権の行使請求の効力が発生した場合には、社債、株式等の振替に関する法律に基づき振

替株式の新規記録または自己株式の当社名義からの振替によって株式を交付する。

12．１単元の株式数の数の定めの廃止等に伴う取扱い　

　　　当社が１単元の株式数の数の定めを廃止する場合等、本新株予約権の要項の規定中読み替えその他の措置 　 が

必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

第２四半期会計期間

（平成23年４月１日から  

　平成23年６月30日まで）

        第３四半期会計期間

　 　（平成23年７月１日から 

　　 　平成23年９月30日まで） 

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価

額修正条項付新株予約権付社債券等の数（個）
－ 27

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数

（株）
－ 5,346,534

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価

額等（円）
－ 50.5

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額

（百万円）
－ 270

当該四半期会計期間の末日における権利行使され

た当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等

の数の累計（個）

48 75

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交

付株式数（株）

7,034,429 12,380,963

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平

均行使価額等（円）

68.2 60.5

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額

修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資

金調達額（百万円）

480 750

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額(百万円)

資本準備金残
高（百万円）

平成23年７月１日～

平成23年９月30日　
5,346,53484,444,173 135 3,814 135 1,941

　（注）新株予約権の行使による増加であります。
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（６）【大株主の状況】

　　　　　野村證券株式会社及びその共同保有者であるNOMURA INTERNATIONAL PLC及び野村アセットマネジメント株式会社か

ら、平成23年10月６日付の大量保有報告書（変更報告書）が関東財務局に提出されておりますが、当社として当

第３四半期会計期間末現在における実質所有株式数の確認ができません。

　　　　　なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。　

氏名又は名称 住所  保有株券等の数（千株）   株券等保有割合（％）

野村證券株式会社

（注）１．２

東京都中央区日本橋一丁目９番

１号
7,614 8.52

NOMURA INTERNATIONAL PLC
1 Angel Lane,London EC4R 3AB,

United Kingdom
378 0.45

野村アセットマネジメント

株式会社

東京都中央区日本橋一丁目12番

１号
1,057 1.25

計 － 9,049 10.12

（注）１．「保有株券等の数」欄には株券2,663千株、新株予約権証券4,950千株が含まれております。

　　　２．「株券等保有割合」欄には新株予約権証券が含まれております。

　　　　　

（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成23年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

　

①【発行済株式】

　 平成23年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己株式）　

普通株式　  175,000
－ －

完全議決権株式（その他）  普通株式 78,715,000 78,715 －

単元未満株式  普通株式　  207,639 － －

発行済株式総数 79,097,639 － －

総株主の議決権 － 78,715 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株あります。

なお、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数８個が含まれております。

　

　  　②【自己株式等】

 平成23年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

㈱トーア紡コーポレー

ション

大阪市中央区瓦町

三丁目１番４号
175,000 － 175,000 0.22

計 － 175,000 － 175,000 0.22
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成23年
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 77 78 78 67 66 63 64 62 56

最低（円） 69 70 40 60 58 59 60 52 49

　（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成23年７月１日から平成23年９月30日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成23年１月１日から

平成23年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平

成22年９月30日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成23年７月１日から平成23年９月30日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、京都監査法人

による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,168 2,883

受取手形及び売掛金 3,313 2,400

商品及び製品 1,693 1,467

仕掛品 579 497

原材料及び貯蔵品 1,234 1,019

その他 266 229

貸倒引当金 △33 △38

流動資産合計 9,222 8,460

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※1
 3,042

※1
 3,223

機械装置及び運搬具（純額） ※1
 678

※1
 750

土地 18,031 18,027

リース資産（純額） ※1
 4 －

建設仮勘定 76 76

その他（純額） ※1
 45

※1
 46

有形固定資産合計 21,880 22,122

無形固定資産

その他 128 139

無形固定資産合計 128 139

投資その他の資産

投資有価証券 1,293 1,338

その他 883 841

貸倒引当金 △9 △2

投資その他の資産合計 2,166 2,176

固定資産合計 24,174 24,438

資産合計 33,396 32,898
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,516 1,372

短期借入金 6,624 6,869

1年内償還予定の社債 1,520 720

未払法人税等 25 20

賞与引当金 124 －

事業撤退損失引当金 － 14

その他 965 1,177

流動負債合計 10,777 10,174

固定負債

社債 1,455 1,840

長期借入金 4,006 3,885

繰延税金負債 5,774 5,774

退職給付引当金 867 1,108

負ののれん 10 17

長期預り敷金保証金 1,905 2,225

資産除去債務 28 －

その他 203 147

固定負債合計 14,252 14,997

負債合計 25,029 25,172

純資産の部

株主資本

資本金 3,814 3,589

資本剰余金 3,445 3,220

利益剰余金 1,312 1,052

自己株式 △17 △17

株主資本合計 8,556 7,845

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 40 72

繰延ヘッジ損益 △33 △36

為替換算調整勘定 △236 △195

評価・換算差額等合計 △229 △159

新株予約権 0 1

少数株主持分 39 39

純資産合計 8,367 7,726

負債純資産合計 33,396 32,898
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年９月30日)

売上高 12,765 13,369

売上原価 ※1
 10,114

※1
 10,662

売上総利益 2,651 2,706

販売費及び一般管理費 ※2
 2,044

※2
 1,936

営業利益 606 770

営業外収益

受取利息 3 4

受取配当金 12 19

負ののれん償却額 6 6

持分法による投資利益 4 27

助成金収入 16 －

その他 26 37

営業外収益合計 69 95

営業外費用

支払利息 251 236

為替差損 20 20

その他 62 118

営業外費用合計 334 375

経常利益 341 490

特別利益

貸倒引当金戻入額 2 1

固定資産売却益 26 0

投資有価証券売却益 2 32

受取補償金 － 8

移転補償金 ※3
 54 －

特別利益合計 86 42

特別損失

固定資産廃棄損 0 5

固定資産売却損 － 0

投資有価証券評価損 － 28

ゴルフ会員権評価損 0 －

関係会社出資金売却損 4 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43

特別損失合計 5 77

税金等調整前四半期純利益 422 456

法人税、住民税及び事業税 11 42

法人税等調整額 △4 0

法人税等合計 6 42

少数株主損益調整前四半期純利益 － 413

少数株主利益 1 0

四半期純利益 414 412

EDINET提出書類

株式会社トーア紡コーポレーション(E00556)

四半期報告書

27/42



【第３四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成22年７月１日
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成23年７月１日
　至　平成23年９月30日)

売上高 4,195 4,435

売上原価 ※1
 3,326

※1
 3,544

売上総利益 868 890

販売費及び一般管理費 ※2
 701

※2
 650

営業利益 166 240

営業外収益

受取利息 0 2

受取配当金 0 1

負ののれん償却額 2 2

持分法による投資利益 4 10

助成金収入 1 12

その他 8 4

営業外収益合計 17 34

営業外費用

支払利息 83 78

持分法による投資損失 △1 －

為替差損 12 18

シンジケートローン手数料 － 35

その他 18 14

営業外費用合計 113 146

経常利益 70 127

特別利益

貸倒引当金戻入額 1 1

固定資産売却益 5 －

投資有価証券売却益 － 32

移転補償金 △2 －

特別利益合計 4 33

特別損失

固定資産廃棄損 － 0

投資有価証券評価損 － 28

特別損失合計 － 28

税金等調整前四半期純利益 74 132

法人税、住民税及び事業税 1 △1

法人税等調整額 － △0

法人税等合計 1 △1

少数株主損益調整前四半期純利益 － 134

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 0

四半期純利益 73 133
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 422 456

減価償却費 399 377

負ののれん償却額 △6 △6

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2 △240

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 2

賞与引当金の増減額（△は減少） 119 124

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） － △14

受取利息及び受取配当金 △15 △24

支払利息 251 236

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 43

固定資産廃棄損 0 5

固定資産売却損益（△は益） △26 △0

関係会社出資金売却損益（△は益） 4 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 28

投資有価証券売却損益（△は益） △2 △32

移転補償金 △54 －

ゴルフ会員権評価損 0 －

売上債権の増減額（△は増加） △715 △922

たな卸資産の増減額（△は増加） △34 △528

仕入債務の増減額（△は減少） 232 144

長期預り敷金保証金の増減額（△は減少） △9 △47

その他 △139 △32

小計 429 △429

利息及び配当金の受取額 15 23

利息の支払額 △289 △265

移転補償金の受取額 54 －

法人税等の支払額 △8 △37

法人税等の還付額 25 1

営業活動によるキャッシュ・フロー 228 △707

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △130 △133

定期預金の払戻による収入 － 168

投資有価証券の取得による支出 △145 △26

投資有価証券の売却による収入 5 45

関係会社出資金の売却による収入 60 －

有形固定資産の取得による支出 △118 △99

有形固定資産の売却による収入 29 0

無形固定資産の取得による支出 △2 △33

貸付けによる支出 － △39

その他 △36 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △337 △110
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年１月１日
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △859 △220

長期借入れによる収入 3,200 3,064

長期借入金の返済による支出 △2,900 △3,003

社債の発行による収入 1,079 1,175

社債の償還による支出 △570 △785

建設協力金の返還による支出 △272 △272

割賦未払金の増加による収入 183 －

割賦債務の返済による支出 △90 △102

株式の発行による収入 － 445

配当金の支払額 △0 △150

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △229 150

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △375 △677

現金及び現金同等物の期首残高 2,606 2,722

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 2,230

※1
 2,044
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【継続企業の前提に関する事項】

　　　該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項の変更　 （1）連結の範囲の変更

　　 第２四半期連結会計期間において連結子会社でありました㈱トーアリビン

グは、清算したため連結の範囲から除外しておりますが、除外までの期間の

損益は連結損益計算書に含めております。

（2）変更後の連結子会社の数

　　 14社

２．持分法の適用に関する事項の変更 　該当事項はありません。

３．会計処理基準に関する事項の変更　 （1）「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関

する当面の取扱い」の適用 

　　 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基

準第16号　平成20年３月10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処

理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号　平成20年３月10日）を

適用しております。

   　これによる損益への影響はありません。

（2）資産除去債務に関する会計基準の適用 

　　 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業

会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適

用しております。 

   　これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ２百万円減少、税金等調整前四

半期純利益は45百万円減少しております。 

   　また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は28百万円、

敷金の変動額は17百万円であります。 　

　 

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

（四半期連結損益計算書関係） 

１．「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、

当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

２．前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました営業外収益の「助成金収入」は、重要性が低下した

ため、当第３四半期連結累計期間では営業外収益の「その他」に含めることとしました。なお、当第３四半期連結累計

期間の営業外収益の「その他」に含まれる「助成金収入」は18百万円であります。　

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

（四半期連結損益計算書関係） 

   「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日　内閣府令第５号）の適用により、当第

３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。
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【簡便な会計処理】

 
 
 

当第３四半期連結累計期間 
（自　平成23年１月１日 
 至　平成23年９月30日）

一般債権の貸倒見積高の算定方法 　一般債権の貸倒見積高の算定方法については、当第３四半期連結会計期間

末の貸倒実績率等が、前連結会計年度末に算定した値と著しい変化がないと

認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を

算定しております。

棚卸資産の評価方法　 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略

し、前連結会計年度末及び第２四半期連結会計期間末の実地棚卸高を基礎と

して、合理的な方法により算出しております。

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなもの

についてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっておりま

す。　

固定資産の減価償却費の算定方法 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分して算定する方法によっております。　

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税

金負債の算定方法　

　法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目

を重要なものに限定する方法によっております。

　また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に

経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる

場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法により算定しております。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　該当事項はありません。

 

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

（賞与引当金）

　当第３四半期連結会計期間末においては賞与の支給額を確定させることが困難なため、賞与支給見込額の当第３四半期

連結会計期間の負担額を賞与引当金として計上しております。 

　なお、前連結会計年度においては、従業員への賞与支給額は確定しており、かつその全額を前連結会計年度末までに支給

しているため賞与引当金は計上しておりません。　 　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年12月31日）

※１. 有形固定資産の減価償却累計額は、13,796百万円で

あります。　

※１. 有形固定資産の減価償却累計額は、13,545百万円で

あります。　

２. 受取手形割引高 401百万円 ２．受取手形割引高 1,528百万円

３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行10行と実行可能期間付タームローン契約を締結して

おります。 

この契約に基づく当第３四半期連結会計期間末の借

入未実行残高等は次のとおりであります。 　

３．　　　　　　　　―――――　

 　 実行可能期間付ターム

ローン　　
3,500百万円

 　 借入実行残高 －　

 　 差引額 3,500　

　

上記実行可能期間付タームローン契約には、以下の

財務制限条項が付されております。 

①決算期末の連結経常損益が２期連続でマイナスに

なった場合 

　適用利率（６ヶ月Tibor+1.00％）が0.50％加算され

（６ヶ月Tibor+1.50％）になります。 

②決算期末における連結貸借対照表の純資産の金額を

直前の決算期末又は、平成22年決算期末における純資

産の金額のいずれか大きい方の75％の金額以上に維持

できなかった場合、本契約上の債務につき期限の利益

を失うことになっております。 

　

　 

（四半期連結損益計算書関係）
　

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

※１．通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額

※１．通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額（△は戻入額）

売上原価 34百万円 売上原価 △19百万円

　 　　　なお、金額は洗替法によっております。　

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与・雑給 586百万円

運賃・保管料 317 

賞与　 74 

賞与引当金繰入額　 50 

退職給付費用 31 

貸倒引当金繰入額 7 

見本費 153 

給与・雑給 544百万円

運賃・保管料 295 

賞与　 86 

賞与引当金繰入額　 50 

退職給付費用 48 

貸倒引当金繰入額 3 

見本費 126 

 ※３．無錫東亜紡織有限公司の移転に伴う最終の移転補償

金の金額で54百万円（439万元）入金されております。

   ３．　　　　　　　　―――――
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

※１．通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額

※１．通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額（△は戻入額）

売上原価 10百万円 売上原価 △0百万円

　 　　　なお、金額は洗替法によっております。　

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

給与・雑給 196百万円

運賃・保管料 108 

賞与引当金繰入額 50 

退職給付費用 11 

貸倒引当金繰入額 △3 

見本費 45 

給与・雑給 179百万円

運賃・保管料 109 

賞与引当金繰入額 50 

退職給付費用 15 

貸倒引当金繰入額 0 

見本費 37 

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成22年９月30日現在） （平成23年９月30日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 2,368

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △138

現金及び現金同等物 2,230

 （百万円）

現金及び預金勘定 2,168

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △123

現金及び現金同等物 2,044

  

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成23年９月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成23年１月１日　至　

平成23年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　84,444千株

 

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　 　175,538株

 

３．新株予約権等に関する事項

　第９回乃至第11回新株予約権

　新株予約権の目的となる株式の種類　　　　　 普通株式

　新株予約権の目的となる株式の数　　　　　  4,950千株

　新株予約権の四半期連結会計期間末残高　　　 ０百万円（親会社）

　 

４．配当に関する事項

　　配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年３月30日

定時株主総会
普通株式 152 2.00平成22年12月31日 平成23年３月31日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

 
衣料事業
（百万円）

インテリア
産業資材事
業(百万円)

非繊維事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社(百万円)

連結
（百万円）

売上高 　 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 1,545 1,739 910 4,195 － 4,195

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 1 69 70 (70) －

計 1,545 1,740 979 4,265 (70) 4,195

営業利益 10 67 94 172 (6) 166

前第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）

 
衣料事業
（百万円）

インテリア
産業資材事
業(百万円)

非繊維事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社(百万円)

連結
（百万円）

売上高 　 　 　 　 　 　

(1）外部顧客に対する売上高 4,901 5,257 2,606 12,765 － 12,765

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ 4 207 211 (211) －

計 4,901 5,261 2,813 12,977 (211) 12,765

営業利益 87 185 325 598 8 606

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な内容

①衣料事業　：毛織物・毛糸及び二次製品の製造・販売

②インテリア産業資材事業：カーペット・毛布・不織布等、繊維製品の製造・販売

③非繊維事業：半導体の検査・加工・販売、化成品の製造・販売、自動車教習、ショッピングセンター及びビ

ル賃貸事業、ゴルフ練習場の運営等

　

【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）

　全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

 

前第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）

　全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

 　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成22年７月１日　至　平成22年９月30日）　

　連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

 

前第３四半期連結累計期間（自　平成22年１月１日　至　平成22年９月30日）　

　連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要　

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、最高経営意思決

定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

　当社は持株会社として製品・サービスについて国内及び中国の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開し

ております。

  したがって、当社は製品・サービス別のセグメントから構成されており、「衣料事業」、「インテリア産業

資材事業」、「半導体事業」、「ファインケミカル事業」、「不動産事業」の５事業を報告セグメントとして

おります。 「衣料事業」は、毛糸、毛織物及び二次製品等の製造及び販売を行っております。「インテリア産

業資材事業」は、カーペット、不織布等繊維製品の製造及び販売を行っております。「半導体事業」は、半導

体の検査、加工及び販売を行っております。「ファインケミカル事業」は、化成品の製造及び販売を行ってお

ります。「不動産事業」は、ショッピングセンター及びビル賃貸事業、ゴルフ練習場の運営等を行っておりま

す。　

　

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報　

当第３四半期連結累計期間（自　平成23年１月１日　至　平成23年９月30日）　　　　　　（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注）１

 

合計 
 

調整額

四半期連
結損益計
算書計上
額　（注）
３

衣料事業
インテリ
ア産業資
材事業

 半導体
事業

ファイン
ケミカル
事業

不動産
事業

計  
（注）２

売上高           

外部顧客への

売上高
5,7864,5041,234 746 80813,08128813,369 － 13,369

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

4 6 13 － 13 37 198 236 △236 －

計 5,7904,5111,247 746 82213,11848613,605△23613,369

セグメント

利益又は損

失（△）

309 △1 112 99 450 970 12 983 △213 770

　（注） 1．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである自動車教習事業、新規事業等が

含まれております。 

2．セグメント利益の調整額△213百万円には、セグメント間取引消去４百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△217百万円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費

等であります。

3．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

当第３四半期連結会計期間（自　平成23年７月１日　至　平成23年９月30日）　　　　　　（単位：百万円）

 

報告セグメント
その他
（注）１

 

合計 
 

調整額

四半期連
結損益計
算書計上
額　（注）
３

衣料事業
インテリ
ア産業資
材事業

 半導体
事業

ファイン
ケミカル
事業

不動産
事業

計  
（注）２

売上高           

外部顧客への

売上高
1,8091,658 397 210 270 4,345 89 4,435 － 4,435

セグメント間

の内部売上高

又は振替高

0 1 5 － 4 12 71 83 △83 －

計 1,8101,660 403 210 274 4,358 160 4,518△83 4,435

セグメント

利益又は損

失（△）

89 21 29 22 148 310 △6 303 △63 240

　（注） 1．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントである自動車教習事業、新規事業等

          が含まれております。 

2．セグメント利益の調整額△63百万円には、セグメント間取引消去△３百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△59百万円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理

費等であります。
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3．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　　

 （追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平成20

年３月21日）を適用しております。 

　　　

（金融商品関係）

　金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。

 

（有価証券関係）

　　　　有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありませ

ん。  

　

（デリバティブ取引関係）

　当第３四半期連結会計期間末に係るデリバティブ取引については、全てヘッジ会計が適用されているため記載を

省略しております。

 

（ストック・オプション等関係）

 該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

　　　　該当事項はありません。

　

（資産除去債務関係）

　　　　当第３四半期連結会計期間末における資産除去債務は、第１四半期連結会計期間の期首における残高と比較して著し

い変動がありません。

　

（賃貸等不動産関係）

　　　　賃貸等不動産の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありま

せん。　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成23年９月30日）

前連結会計年度末
（平成22年12月31日）

１株当たり純資産額 98円81　銭 １株当たり純資産額 100円77銭

２．１株当たり四半期純利益金額等

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 5円77　銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、

記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 5円24　銭
　

同左

　（注）  １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

四半期純利益（百万円） 414 412

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 414 412

期中平均株式数（千株） 71,907 78,702
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前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年１月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年１月１日
至　平成23年９月30日）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要　

第２回乃至第11回新株予約権。

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、（２）新

株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。

第９回乃至第11回新株予約権。

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、（２）

新株予約権等の状況」に記載の

とおりであります。 

　
　

前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 1円03　銭

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 1円66　銭

同左

　（注）  １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成22年７月１日
至　平成22年９月30日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成23年７月１日
至　平成23年９月30日）

四半期純利益（百万円） 73 133

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 73 133

期中平均株式数（千株） 71,905 80,433

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要　

第２回乃至第11回新株予約権。 

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、（２）新

株予約権等の状況」に記載のと

おりであります。 　

第９回乃至第11回新株予約権。

なお、概要は「第４提出会社の

状況、１株式等の状況、（２）

 新株予約権等の状況」に記載の

 とおりであります。 
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（重要な後発事象）

        該当事項はありません。

　 

（リース取引関係）

　前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。

 

２【その他】

 　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

株式会社トーア紡コーポレーション(E00556)

四半期報告書

39/42



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独 立 監 査 人 の 四 半 期 レ ビ ュ ー 報 告 書 

平成２２年１１月１１日

株式会社トーア紡コーポレーション

取 締 役 会　御 中

京　都　監　査　法　人

 
指 定  社 員
業務執行社員

 公認会計士 加 　地　　　  敬　 印

 
指 定  社 員
業務執行社員

 公認会計士 高　 井　 晶 　治 　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トーア紡

コーポレーションの平成２２年１月１日から平成２２年１２月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平

成２２年７月１日から平成２２年９月３０日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２２年１月１日から平成２２年９

月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トーア紡コーポレーション及び連結子会社の平成２２年９月３

０日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３

四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において

認められなかった。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期連

結財務諸表に添付する形で別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独 立 監 査 人 の 四 半 期 レ ビ ュ ー 報 告 書 

平成２３年１１月９日

株式会社トーア紡コーポレーション

取 締 役 会　御 中

京　都　監　査　法　人

 
指 定  社 員
業務執行社員

 公認会計士 山　 本　 眞   吾 　印

 
指 定  社 員
業務執行社員

 公認会計士 加 　地　　　  敬　 印 　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トーア紡

コーポレーションの平成２３年１月１日から平成２３年１２月３１日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平

成２３年７月１日から平成２３年９月３０日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成２３年１月１日から平成２３年９

月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結

キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トーア紡コーポレーション及び連結子会社の平成２３年９月３

０日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３

四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において

認められなかった。

　

追記情報 

　四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されているとおり、会社及び連結子会社は第１四

半期連結会計期間から「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第１８号　平成２０年３月３１日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第２１号　平成２０年３月３１日）を適用して四半期連

結財務諸表を作成している。 

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が四半期連

結財務諸表に添付する形で別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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